
令和２年度第１回江別市個人情報保護審査会 

 

日 時：令和２年５月１９日（火） 

江別市情報公開審査会終了後 

場 所：江別市民会館３７号室 

 

１ 開   会 

 

２ 議   事 

（１）諮問事項 

ア 校務支援システムの市内全小中学校への導入について（諮問） 

 

（２）報告事項 

ア 令和元年度個人情報保護制度の運用状況について 

 

（３）その他 

 

 

３ 閉   会 

 

 



資料１

（１）情報公開制度

実施機関 決定区分 令和元年度 平成３０年度 前年比（件）

全部公開 ３ ２ １

一部公開 １０ ７ ３

全部非公開 １ ０ １

不存在 ３ ５ ▲２

計 １７ １４ ３

全部公開 ０ ２ ▲２

教育委員会 一部公開 ２ １ １

不存在 １ ０ １

計 ３ ３ ０

全部公開 ０ ３ ▲３

計 ０ ３ ▲３

全部公開 １ １ ０

一部公開 ４ ０ ４

不存在 ２ ０ ２

計 ７ １ ６

全部公開 ３ ３ ０

一部公開 １ ０ １

不存在 １ ０ １

計 ５ ３ ２

合計 ３２ ２４ ８

（２）個人情報保護制度

実施機関 決定区分 令和元年度 平成３０年度 前年比（件）

全部開示 ３ ８ ▲５

一部開示 ２ ３ ▲１

不存在 １ ２ ▲１

計 ６ １３ ▲７

合計 ６ １３ ▲７

消防長

決定件数

市長

令和元年度情報公開制度実施状況及び個人情報保護制度運用状況集計表

決定件数

市長

議会

水道事業管理者



資料２

情報公開及び個人情報開示請求件数の推移
 （単位：件）    

Ｈ２２Ｈ２３Ｈ２４Ｈ２５Ｈ２６Ｈ２７Ｈ２８Ｈ２９Ｈ３０Ｒ元

情報公開 23 19 24 32 20 19 11 16 23 25

個人情報開示 5 11 22 19 11 9 16 10 11 5
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資料３

№ 請 求 内 容 実 施 機 関 決 定 区 分 理 由 等

1
平成２９年６月１５日申請の介護調
査表一式

市長 全部開示

2
評価証明書等に係る請求履歴（令和
元年６月１日から令和元年１２月１
３日までの期間分）

市長 全部開示

市長

一部開示
（①住民票
等証明請求
書）

開示請求者以外
の個人情報に該
当

市長

不存在
（②戸籍謄
本交付申請
書）

公開請求に係る
公文書を保有し
ていないため

4
納税課との折衝の記録
（平成１７年６月～平成２９年４月
分）

市長 一部開示

開示請求者以外
の個人情報に該
当、
事務の適正な遂
行に支障を及ぼ
すおそれがある
情報に該当

5

総務部職員課が行った聞き取り調査
に係る記録一式（平成３１年３月１
日から令和元年１２月１日までの期
間分）

市長 全部開示

令和元年度個人情報保護制度の運用状況

3

①住民票等証明請求書
②戸籍謄本交付申請書
（平成３０年１１月１日から令和元
年１２月３０日までの期間分）



 

校務支援システムの市内全小中学校への導入について 

 

１ 校務支援システムの概要 

  校務支援システムとは、文部科学省が作成した手引きにおいて、「教務系（成績処理、

出欠管理、時数管理等）・学籍系（指導要録等）・学校事務系など統合した機能の有してい

るシステム」を指し、広く「校務」と呼ばれる業務全般を教職員が実施するために必要な

機能を実装したシステムのこと。 

システムの導入により、データの転記作業をはじめ、これまで手作業又は個別にパソコ

ンで作業を行っていた業務がシステム上で行えるようになり、業務の効率化等が図られる

ことで教職員が児童生徒と向き合う時間が確保されるとともに、児童生徒の健全な育成に

必要な、きめ細やかな指導の充実等が図られ、教育の質的向上に繋がるものとされている。 

 

２ 校務支援システムの導入状況 

  北海道教育委員会では、「北海道公立学校校務支援システム」を平成２４年度から導入

し、平成２８年度からは小中学校向けに「ＥＤＵＣＯＭマネージャーＣ４th（北海道版）」

を採用している。現在、石狩管内において、江別市以外ではすべての公立小中学校で導入

済みとなっている。 

 

３ 個人情報保護審査会への諮問について 

校務支援システムを導入するに当たっては、文部科学省が作成した「統合型校務支援シ

ステムの導入のための手引き」において「各自治体の個人情報保護審査会に個人情報をシ

ステムで取り扱うことにより児童生徒の権利利益を侵害するおそれがないかについて諮

問し、認められる必要があります。」（別紙１参照）となっており、江別市としても、市内

全校で児童生徒の個人情報をシステム上で取り扱うことの必要性及びその対策が万全で

あるかについて、諮問するもの。 

 

４ 校務支援システムの機能 

  校務支援システムの機能のうち導入するのは、教務処理、成績処理、メール・グル―プ

ウェア機能（パッケージ⑤）。詳細は、別紙２「北海道公立学校校務支援サービス利用規

約」参照。 

 

５ 校務支援システムで取り扱う個人情報 

  氏名（漢字、ふりがな）、性別、生年月日、住所、電話番号、保護者氏名、兄弟姉妹氏

名、学年、組、学籍番号、観点別評価、通知表、出欠、クラブ・部活動、進路指導等 

 

６ 導入する学校数及び使用する端末台数 

 ・学 校 数：小学校１７校・中学校８校 

 ・端末台数：６２４台（令和２年４月１日時点） 

江別市個人情報保護審査会資料  

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ９ 日 開 催 

教育部学校教育支援室学校教育課 
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江別市立A小学校

江別市立C中学校 C小学校データ

A小学校データ

B小学校データ

校務支援システム
データセンター

江別市立B中学校

VPN接続

・
・
・

・
・
・

＜学校とデータセンター接続イメージ＞

VPN接続

VPN接続

７ 個人情報保護対策 

（１）システム全般 

 ・専用回線（ＶＰＮ）を利用することから、各学校で取り扱う個人情報について、他校か

らはもちろん、市教委や導入業者であってもアクセスできない仕組みとなっており、ま

た、インターネットから直接アクセスを受けない閉域網での接続となっている。 

・学校ごとにログインできる教職員が登録され、それぞれにＩＤ及びパスワードが設定さ

れるため、情報の閲覧者は制限されている。 

・校務支援システムのサーバ上のパスワード情報は暗号化され、導入業者であっても確認

ができない仕組みとなっている。 

 ・学校とデータセンターとの接続についても、ＶＰＮに参加する回線契約番号での認証を

行っているため、データセンターへは市内小中学校に設置された指定のパソコンからの

みアクセスできる。 

 ・小中学校とデータセンターとの通信はすべて暗号化されている。 

（２）データセンター 

 ・建物の出入り口は２４時間３６５日有人監視を実施されている。 

 ・データセンターフロア入口は、ＩＣカード及び生体認証が実施されている。 

 ・データセンター内は、死角がないよう監視カメラを設置し、２４時間３６５日遠隔監視 

されている。 

 ・地震（震度７）や火災、停電への対策を講じており、大きな災害等においてもシステム 

を守るような対策が施されている。 

（３）その他 

・総務省の「ＡＳＰ・ＳａａＳにおける情報セキュリティ対策ガイドライン」における最

高セキュリティレベル（パターン１）を満たす対策が施されていることを第三者にて検

証済み。 

・その他、詳細については「北海道公立学校校務支援サービス利用規約」（別紙２参照）

に基づき運用される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 導入スケジュール（予定） 

  令和２年６月：㈱ＨＡＲＰが学校情報、教職員情報等の登録を行う。 

      ７月：本番環境提供開始 

   ７月～８月：導入研修会、各校におけるデータ登録 

    ８月以降：本格運用に向けた運用準備 

令和３年４月：本格運用開始 
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